
令和７年１１月５日  

報道機関 各位 

 

茂原市立南中学校における 

認知症サポーター養成講座の開催について 

 

表題の件について、下記のとおり、開催します。 

 

記 

 

１ 日 時  令和７年１１月２７日（木）９時３５分から 

２ 場 所  茂原市立南中学校 

３ 受講者  茂原市立南中学校１年生全員 約１４０名 

 ４ 内 容  別紙のとおり 

 

【概要説明】 

●中学生を対象とした認知症サポーター養成講座を開催します。 

 （茂原市において 1学年全体を対象として開催するのは初めてです。） 

  令和 6年 1月 1日に施行された共生社会の実現を推進するための認知症基本法第 14条により、「学校教育及び社会

教育における認知症に関する教育の推進、認知症の人に関する正しい理解を深めるための展開その他の必要な施策

を講ずるもの」とあることから、中学生の生徒に認知症の人に関する理解の増進を図るものです。 

 

●認知症サポーター養成講座は、地域や団体等を対象に、認知症についての知識や認知症の

方への付き合い方などを正しく理解していただくための勉強会です。 

 

●認知症サポーターの役割としては、認知症サポーターは「なにか」特別なことをやる人で

はありません。講座を通じて認知症の正しい知識を習得し、自分のできる範囲で認知症の

人や家族を応援することが認知症サポーターです。 

 例えば、友人や家族に講座で学んだ知識を伝えていくことや、認知症の人や家族の気持ち

を理解するように努める、と言ったこともサポーターにできる支援のひとつになります。 

日常生活（商店や交通機関等）において、できる範囲で手助けをするなど、色々な関り方 

があります。 

 

お問い合わせ先        

茂原市福祉部高齢者支援課 

                           地域包括支援室 

ＴＥＬ：0475-20-1583  


